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(57)【要約】
　本発明は、質量％で、Ｃ：０．０５５％以上０．１５％以下、Ｓｉ：０．２％以下、Ｍ
ｎ：１．３％以下、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．００７％以下、Ａｌ：０．１％以下、
Ｎ：０．０１％以下、Ｔｉ：０．１４％以上０．３０％以下を、１．０≦（［Ｃ］／１２
）／（［Ｔｉ＊］／４８）（［Ｔｉ＊］＝［Ｔｉ］－３．４×［Ｎ］－１．５×［Ｓ］）
を満足するように含有する鋼素材を、１１５０℃以上であり且つ［Ｔｉ＊］＜１０｛－７

０００／（Ｔ＋２７３）＋２．７５｝／［Ｃ］を満足する温度Ｔ（℃）に加熱し、１１５
０℃以上の温度域に１５分以上保持したのち、９８０℃以下の温度域での合計圧下率を４
０％以下とし、仕上げ圧延温度を８８０℃以上とする熱間圧延を施し、仕上げ圧延終了後
３秒以内に４０℃／ｓ以上２００℃／ｓ以下の冷却速度で冷却し、５００℃以上６８０℃
以下の温度域で巻き取る、熱延鋼板の製造方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼素材を加熱し、粗圧延と仕上げ圧延からなる熱間圧延を施し、仕上げ圧延終了後、冷
却し、巻き取り、熱延鋼板とするにあたり、
　前記鋼素材を、質量％で、
C ：0.055％以上0.15％以下、      Si：0.2％以下、
Mn：1.3％以下、                 P ：0.03％以下、
S ：0.007％以下、　　　　　　　   Al：0.1％以下、
N ：0.01％以下、                Ti：0.14％以上0.30％以下
を、C、S、NおよびTiが下記(1)式を満足するように含有し、不純物であるNb、BをNb：0.0
3％未満、B：0.0005％未満に制限し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる組成とし、
　前記加熱の加熱温度T（℃）を1150℃以上であり且つ下記(2)式を満足する温度とし、前
記鋼素材が1150℃以上の温度域に滞留する時間を15分以上とし、
　前記熱間圧延の980℃以下の温度域での合計圧下率を40％以下とし、
　前記仕上げ圧延の仕上げ圧延温度を880℃以上とし、
　前記冷却を仕上げ圧延終了後3秒以内に開始し、前記冷却の平均冷却速度を40℃/s以上2
00℃/s以下とし、
　前記巻き取りの巻取り温度を500℃以上680℃以下とする熱延鋼板の製造方法。
記
　　　　　　　　　　　1.0 ≦ ([C]/12)/([Ti*]/48) ・・・ (1)
　　　　　[Ti*] ＜ 10{-7000/(T＋273)＋2.75}/[C] ・・・ (2)
　　　　　　　　但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
T：鋼素材の加熱温度（℃）
　　　　　（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
【請求項２】
　前記組成に加えてさらに、質量％でV：0.30％以下を含有する、請求項１に記載の熱延
鋼板の製造方法。
【請求項３】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項１に記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項４】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項２に記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項５】
　前記組成に加えてさらに、質量％で、Sb、Cu、Ni、Sn、Cr、Ca、REM、Mg、Se、Te、Po
、As、Bi、Ge、Pb、Ga、In、Tl、Zn、Cd、Hg、Ag、Au、Pd、Pt、Co、Rh、Ir、Ru、Os、Tc
、Re、Ta、Be、Srのうちの１種以上を合計で1.0％以下含有する、請求項１ないし４のい
ずれかに記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかの方法により製造された高強度熱延鋼板であって、フェラ
イト相の面積率が95％以上、該フェライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相
の結晶粒のアスペクト比が3.5以下であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒
子径が10nm未満である組織を有し、引張強さが850MPa以上である、熱延鋼板。
【請求項７】
　鋼板表面にめっき層を有する、請求項６に記載の熱延鋼板。
【請求項８】
　前記めっき層が亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
【請求項９】
　前記めっき層が合金化亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
【請求項１０】
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　前記熱延鋼板の引張強さの異方性が30MPa以下である請求項６ないし９に記載の熱延鋼
板。
　上記引張強さの異方性は、Ｃ方向の引張強さからＬ方向の引張強さを差し引いた差分の
絶対値として定義される。
【請求項１１】
　前記熱延鋼板の全伸びの異方性が2％以下である請求項６ないし９に記載の熱延鋼板。
　上記全伸びの異方性は、Ｃ方向の全伸びからＬ方向の全伸びを差し引いた差分の絶対値
として定義される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自動車用部材の使途に有用な高強度熱延鋼板であって、引張強さ(TS)：850MPa
以上の強度を有し、且つ機械的特性（mechanical properties）の異方性（anisotropy）
が小さい高強度熱延鋼板およびその製造方法に関する。ここで、機械的特性の異方性とは
、熱延鋼板のＬ方向（圧延方向）の機械的特性とＣ方向（圧延直角方向）の機械的特性と
の差を意味する。
【背景技術】
【０００２】
近年地球環境保全の観点から、CO2排出量の規制を目的として自動車業界全体で自動車の
燃費改善が指向されている。自動車の燃費改善には、使用部材の薄肉化による自動車の軽
量化が最も有効であるため、自動車部材用素材としての高強度熱延鋼板の使用量が増加し
つつある。一方、鋼板を素材とする自動車部材の多くは、プレス加工（press forming）
等によって成形されるため、自動車部材用鋼板には高強度に加えて優れたプレス成形性（
press formability）を有することも要求される。
【０００３】
しかしながら、鋼板強度が高くなるにつれて機械的特性の異方性も大きくなる傾向がある
。そのため、引張強さを850MPa以上にまで高強度化した鋼板では、機械的特性の異方性が
顕在化し、この異方性に起因してプレス加工時に予期せぬ割れが発生したり、プレス荷重
を付与する方向によってはプレス加工後、耐衝撃性（impact resistance）等について期
待した特性が得られないなどの問題があった。
以上の理由により、引張強さが850MPa以上の高強度熱延鋼板を自動車部材等に適用するう
えでは、機械的特性の異方性が小さい高強度熱延鋼板を工業的かつ安定的に生産する技術
の開発が必須となる。
【０００４】
ここで、自動車部材用の高強度鋼板については、今日までに様々な技術が提案されている
。
例えば、特許文献１では、鋼板組成を質量％で、C：0.02～0.08％、Si：0.01～1.50％、M
n：0.1～1.5％、Ti：0.03～0.06％を含有し、P：0.1％以下、S：0.005％以下、Al：0.5％
以下、N：0.009％以下に制限し、更に、Nb、Mo、Vの含有量の合計を0.01％以下に制限し
、残部がFeおよび不可避的不純物からなり、C量に対するTi量の比がTi/C：0.375～1.6で
ある組成とし、結晶粒内のTiC析出物の平均直径を0.8～3nm、平均個数密度を1×1017[個/
cm3]以上とする技術が提案されている。そして、特許文献１で提案された技術によると、
炭化物形成能が最も高いTiを効率的に析出強化（precipitation strengthening）に利用
することで、合金元素の添加に起因する加工性低下が抑制された引張強度：540～650MPa
の省合金型高強度熱延鋼板が得られるとされている。
【０００５】
また、特許文献２では、鋼板組成を質量％で、C：0.015～0.06％、Si：0.5％未満、Mn：0
.1～2.5％、P≦0.10％、S≦0.01％、Al：0.005～0.3％、N≦0.01％、Ti：0.01～0.30％、
B：2～50ppmを含有し、残部Fe及び不可避的不純物からなる組成とし、更に炭化物生成元
素とCとの原子比を特定するとともに、鋼のγ／α変態温度を制御する元素であるSi、Mn
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、B、Moの含有量が所定の関係を満足するように規定し、フェライトとベイニティックフ
ェライトの一方又は双方の面積率の合計が90％以上でありセメンタイトの面積率が5％以
下である鋼板組織とする技術が提案されている。そして、特許文献２で提案された技術に
よると、炭化物析出により低下した粒界強度をB添加により向上することで打ち抜き端面
の欠陥を抑え、伸びフランジ性に優れるとともに耐打ち抜き割れ性及び表面状態が良好で
あり、引張強度が690MPa以上という高強度の熱延鋼板を安価に、安定して製造することが
できるとされている。
【０００６】
また、特許文献３では、鋼板の本質的成分をmass％で、C：0.01～0.10％、Si：1.0％以下
、Mn：2.5％以下、P：0.08％以下、S：0.005％以下、Al：0.015～0.050％、Ti：0.10～0.
30％および残部Feである成分とし、鋼板組織をフェライト主体とし、隣接する粒との方位
差がすべて15°以上で囲まれた粒を単位粒とし、その平均粒径をｄμm としたとき、ｄが
5μm 以下である組織とする技術が提案されている。更に、特許文献３では、上記成分を
有する鋼を加熱後、圧延し、冷却し、巻き取り、高強度熱延鋼板を製造するに際し、仕上
圧延を900～840℃の温度領域で行い、仕上圧延における圧下率を70％以上とする技術が提
案されている。そして、特許文献３で提案された技術によると、フェライト粒径とその形
態をコントロールすることで、伸びフランジ性に優れた高強度熱延鋼板が得られるとされ
ている。
【０００７】
また、特許文献４では、熱延鋼帯の組成をC：0.04～0.18wt％、Si：0.05～1.00wt％、Mn
：0.10～0.50wt％、Ti：0.05～0.30wt％、Al：0.001～0.100wt％、N：0.0100wt％以下、P
：0.030wt％以下およびS：0.015wt％以下を0.3≦Ti/(C＋S＋N)＜5でかつC＋Mn/6＋Si/24
＋Cr/5≦0.20wt％にて含有する組成とし、最終ミクロ組織のポリゴナルフェライト分率を
70％以上とする技術が提案されている。そして、特許文献４で提案された技術によると、
Si、Mn含有量を抑制して溶接性の指標であるC当量を低減し、更に強化成分として所定量
のTiを含有することで、溶接性に優れた引張強さが55kgf/mm2以上の高張力熱延鋼帯が得
られるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本国特開２０１１－０２６６９０号公報
【特許文献２】日本国特開２００７－３０２９９２号公報
【特許文献３】日本国特開２００２－１０５５９５号公報
【特許文献４】日本国特開平２－００８３４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、特許文献１で提案された技術では、Tiの含有量が0.03～0.06％と少ないた
め、析出強化に寄与する炭化物（TiC）を大量に析出させることができず、引張強さが650
MPa程度の鋼板しか得られていない。強度増加のためにTi含有量を増加すると、析出するT
iCは粗大化する傾向にあり、650MPaを超える高強度を達成することは簡単ではない。特許
文献１で提案された技術では、Ti含有量が0.06％を超えると炭化物（TiC）が粗大化し易
くなるため、鋼板の引張強さを850MPa以上にすることは極めて困難である。
【００１０】
また、特許文献２で提案された技術では、鋼板にBを含有させるとともに、固溶強化元素
であり且つ析出強化に寄与する炭化物の析出を制御する元素でもあるMnを含有させること
で、鋼板強度の向上を図っている。しかしながら、この技術では、その実施例が示すよう
に、Bが少なくとも10ppm以上添加されている。そしてBは、後述するようにオーステナイ
トの再結晶を著しく阻害させることから、Bが10ppm以上も添加される当該技術では機械的
特性の異方性に関する問題が回避できない。なお、特許文献２には、Mn含有量を0.5％と
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した鋼板の実施例も開示されているが、この鋼板の引張強さは750MPa未満と低く、しかも
オーステナイトの再結晶を著しく遅延させるNbを0.03％含有し、熱延鋼板の機械的特性の
異方性が大きくなる。更に、特許文献２で提案された技術では、鋼板組成に関し、Ti含有
量に対するC含有量の比率が適正でなく、引張強さ850MPa以上の鋼板を得ることはできて
いない。
【００１１】
また、特許文献３で提案された技術では、固溶強化元素であり且つ変態を促進するととも
に粒界形状に影響を及ぼすMnを含有させることで、鋼板強度の向上を図っている。しかし
ながら、特許文献３で提案された技術においても、その実施例が示すように、固溶強化元
素であるSi、Mnの含有量をそれぞれ0.5％、1.5％とした場合であっても、圧延条件の適正
化がなされていないために引張強さが850MPa未満の鋼板しか得られないうえ、機械的特性
の異方性が問題となる。なお、特許文献３には、Mn含有量を0.3％とした鋼板の実施例も
開示されているが、この鋼板の引張強さは730MPaと低く、しかもオーステナイトの再結晶
を著しく遅延させるNbを0.24％と多量に含有し、熱延鋼板の機械的特性の異方性が大きく
なる。更に、特許文献２で提案された技術と同様、鋼板組成に関し、Ti含有量に対するC
含有量の比率が適正でなく、引張強さ850MPa以上の鋼板を得ることはできていない。
【００１２】
特許文献４で提案された技術では、その実施例が示すように、Ti含有量が比較的少ない場
合には引張強さが70kgf/mm2程度の熱延鋼帯しか得られない。また、Ti含有量に対するC含
有量の比率が適正であっても、オーステナイト粒の状態を考慮していないため、依然とし
て引張強さ850MPa以上の熱延鋼帯は得られていない。更に、特許文献４には、熱延鋼帯の
ミクロ組織を微細なポリゴナルフェライト主体とし、且つミクロ組織を均一化して異方性
をなくすことが記載されているが、ミクロ組織の具体的な結晶粒径等について何ら提示さ
れておらず、オーステナイト粒の状態を考慮していないため、機械的特性の異方性に問題
があった。
【００１３】
以上のように、従来技術ではいずれも、熱延鋼板の引張強さを850MPa以上とし、且つ機械
的特性の異方性に関する問題を回避することは極めて困難であった。
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、850MPa以上の引張強さを有し、しか
も引張強さ、全伸び（total elongation）として評価される機械的特性の異方性を低減さ
せた高強度熱延鋼板およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
上記課題を解決すべく、本発明者らは、プレス成形等の加工性が良好なフェライト単相組
織である熱延鋼板に着目し、該熱延鋼板の高強度化および機械的特性の異方性に及ぼす各
種要因について鋭意検討した。その結果、フェライト粒の形状が引張強さや全伸びの異方
性に大きく影響しており、これらの異方性を小さくするにはフェライト粒を等軸晶（equi
axial grains）に近づけることが重要であること、そしてフェライト粒を等軸晶に近づけ
るには、熱延鋼板を製造する際の熱間圧延工程において、変態前のオーステナイト粒への
ひずみエネルギーの蓄積量（stored strain energy）を抑えることが有効であることを知
見した。また、上記の如く変態前のオーステナイト粒へのひずみエネルギーの蓄積量を抑
えるには、熱間圧延工程において、オーステナイト粒の再結晶を促進させつつ低温での圧
下量を抑えることが肝要であること、更に、オーステナイト粒の再結晶を促進させるには
SiおよびMn、並びに偏析し易い元素であるBやNbを可能な限り低減することが重要である
ことを知見した。
【００１５】
一方、MnやSiは固溶強化元素であることから、Mn等の含有量の抑制に伴う鋼板強度の低下
は避けられない。そこで、本発明者らは、Mn等による固溶強化に代わる強化機構として、
炭化物による析出強化を採用し、該炭化物を鋼板のマトリックスであるフェライト相に微
細析出（fine precipitation）させることで、所望の鋼板強度（引張強さ：850MPa以上）
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とすることを試みた。また、フェライト相に析出させる炭化物が微細かつ析出量が多いほ
ど鋼板強度の大幅な向上効果が期待できることから、炭化物の析出量を十分に確保する手
段、および該炭化物の微細化を図る手段について模索した。
【００１６】
フェライト相の結晶粒内に析出する炭化物は通常、鋼のオーステナイト→フェライト変態
とほぼ同時に析出する。また、高温域で析出する炭化物は粗大化し易い一方、炭化物を低
温域で析出させると微細な炭化物が得られる。以上の理由により、フェライト相の結晶粒
内に微細な炭化物を析出させるためには、鋼板組成や熱間圧延終了後の冷却速度等を調整
することで、鋼のオーステナイト→フェライト変態点を巻取り温度域まで低温化し、フェ
ライト相の結晶粒内に炭化物を析出させた後直ちに巻き取ること、或いは巻取りと同時に
オーステナイト→フェライト変態させてフェライト相の結晶粒内に炭化物を析出させるこ
とが好ましい。
【００１７】
ここで、先述のとおり熱延鋼板の機械的特性の異方性を抑制するうえでは、鋼素材に含ま
れるMnやBを抑制することが好ましい。しかしながら、MnやBは、熱間圧延終了後の冷却過
程で鋼のオーステナイト→フェライト変態を遅延化させて、オーステナイト→フェライト
変態点を低下させる効果を有する元素でもある。そのため、熱延鋼板の機械的特性の異方
性を抑制する目的で鋼素材に含まれるMnやBを低減すると、熱間圧延終了後の冷却過程に
おいて、高温でフェライト変態が開始してしまうため、炭化物の粗大化を抑制できず、引
張強さ850MPa以上の高強度鋼板が製造できない。
【００１８】
そこで、本発明者らは、熱延鋼板の製造時、熱間圧延終了後の冷却過程において、オース
テナイト→フェライト変態前には該変態を遅延させる元素としての役割を担い、オーステ
ナイト→フェライト変態後には炭化物を形成して熱延鋼板強度を著しく上昇させることの
できるCとTiに着目し、フェライト相の結晶粒内に微細なTi炭化物を析出させることで熱
延鋼板の高強度化を図ることを試みた。その結果、鋼素材のMn、Si含有量、或いは更にB
、Nb含有量を所定量以下に抑制するとともに、C、Ti、NおよびSの含有量を調整し、更に
これらの元素の含有量に応じて熱間圧延前の鋼素材（鋼スラブ）の加熱温度と熱延条件と
を調整することで、熱延鋼板の機械的特性の異方性を低減させつつTi炭化物を微細且つ大
量に析出させることが可能となり、Tiの炭化物による析出強化を最大限活用できることを
知見した。
【００１９】
本発明は上記の知見に基づき完成されたものであり、その要旨は次のとおりである。
［１］鋼素材を加熱し、粗圧延と仕上げ圧延からなる熱間圧延を施し、仕上げ圧延終了後
、冷却し、巻き取り、熱延鋼板とするにあたり、
前記鋼素材を、質量％で、
C ：0.055％以上0.15％以下、      Si：0.2％以下、
Mn：1.3％以下、                 P ：0.03％以下、
S ：0.007％以下、　　　　　　　   Al：0.1％以下、
N ：0.01％以下、                Ti：0.14％以上0.30％以下
を、C、S、NおよびTiが下記(1)式を満足するように含有し、不純物であるNb、BをNb：0.0
3％未満、B：0.0005％未満に制限し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる組成とし、
前記加熱の加熱温度T（℃）を1150℃以上であり且つ下記(2)式を満足する温度とし、前記
鋼素材が1150℃以上の温度域に滞留する時間を15分以上とし、
前記熱間圧延の980℃以下の温度域での合計圧下率を40％以下とし、
前記仕上げ圧延の仕上げ圧延温度を880℃以上とし、
前記冷却を仕上げ圧延終了後3秒以内に開始し、前記冷却の平均冷却速度を40℃/s以上200
℃/s以下とし、
前記巻き取りの巻取り温度を500℃以上680℃以下とする熱延鋼板の製造方法。
記
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　　　　　　　　　　　1.0 ≦ ([C]/12)/([Ti*]/48) ・・・ (1)
　　　　　[Ti*] ＜ 10{-7000/(T＋273)＋2.75}/[C] ・・・ (2)
　　　　　　　　但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
T：鋼素材の加熱温度（℃）
　　　　　（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
［２］前記組成に加えてさらに、質量％でV：0.30％以下を含有する、[1]に記載の熱延鋼
板の製造方法。
［３］前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種
以上を含有する、[1]に記載の熱延鋼板の製造方法。
［４］前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種
以上を含有する、[2]に記載の熱延鋼板の製造方法。
［５］前記組成に加えてさらに、質量％で、Sb、Cu、Ni、Sn、Cr、Ca、REM、Mg、Se、Te
、Po、As、Bi、Ge、Pb、Ga、In、Tl、Zn、Cd、Hg、Ag、Au、Pd、Pt、Co、Rh、Ir、Ru、Os
、Tc、Re、Ta、Be、Srのうちの１種以上を合計で1.0％以下含有する、[1]ないし[4]のい
ずれかに記載の熱延鋼板の製造方法。
［６］[1]ないし[5]のいずれかの方法により製造された高強度熱延鋼板であって、フェラ
イト相の面積率が95％以上、該フェライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相
の結晶粒のアスペクト比が3.5以下であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒
子径が10nm未満である組織を有し、引張強さが850MPa以上である、熱延鋼板。
［７］鋼板表面にめっき層を有する、[6]に記載の熱延鋼板。
［８］前記めっき層が亜鉛めっき層である、[7]に記載の熱延鋼板。
［９］前記めっき層が合金化亜鉛めっき層である、[8]に記載の熱延鋼板。
［１０］前記熱延鋼板の引張強さの異方性が30MPa以下である[6]ないし[9]に記載の熱延
鋼板。
上記引張強さの異方性は、Ｃ方向の引張強さからＬ方向の引張強さを差し引いた差分の絶
対値として定義される。
［１１］前記熱延鋼板の全伸びの異方性が2％以下である[6]ないし[10]に記載の熱延鋼板
。
上記全伸びの異方性は、Ｃ方向の全伸びからＬ方向の全伸びを差し引いた差分の絶対値と
して定義される。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によると、自動車の構造部材等の使途に好適な、引張強さ：850MPa以上であり且つ
機械的特性の異方性が小さい高強度熱延鋼板が得られ、自動車部材の軽量化や自動車部材
成形を可能とする等、その効果は著しい。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明について詳細に説明する。
まず、鋼素材の成分組成の限定理由について説明する。なお、以下の成分組成を表す％は
、特に断らない限り質量％（mass％）を意味するものとする。
【００２２】
C ：0.055％以上0.15％以下
Cは、熱延鋼板製造時、熱間圧延終了後の冷却過程において、鋼のオーステナイト→フェ
ライト変態前にはフェライト変態を抑制することで高温域での炭化物の析出・粗大化を抑
制し、炭化物を微細化する効果を有する。また、オーステナイト→フェライト変態後には
後述するTi、或いは更にW、Mo、Vと結合し炭化物として鋼板中に微細分散する。すなわち
Cは、微細な炭化物を形成してフェライト組織を著しく強化させる元素であり、熱延鋼板
を強化するうえで必須の元素である。
C含有量が0.055％未満では、熱間圧延終了後の冷却過程において、高温域で鋼のオーステ
ナイト→フェライト変態が生じ、炭化物の粗大化を抑制することができず、所望の強度（
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引張強さ：850MPa以上）を有する熱延鋼板が得られない。また、C含有量が0.055％未満で
は、フェライト相の結晶粒内に析出する炭化物の析出量が不十分となり、所望の鋼板強度
が得られない。したがって、本発明では、C含有量を0.055％以上とする。好ましくは0.06
％以上である。一方、C含有量が0.15％を超えると、鋼素材中に粗大なTi炭化物が形成さ
れる。そして、熱延鋼板を製造する工程の鋼素材再加熱時に粗大なTi炭化物を溶解しきれ
なくなり、最終的に得られる熱延鋼板に粗大なTi炭化物が残存してしまう。このように粗
大なTi炭化物が残存すると、強度上昇に担う微細なTi炭化物の析出量が減少することで熱
延鋼板の強度が急落する。また、鋼素材中に粗大なTi炭化物が存在すると、熱間圧延時に
おいてオーステナイト粒の再結晶を阻害し、熱延鋼板の機械的特性の異方性を大きくさせ
ることとなる。したがって、C含有量は0.15％以下とする。好ましくは0.13％以下である
。
【００２３】
Si：0.2％以下、
Siは、延性（伸び）低下をもたらすことなく鋼板強度を向上させる有効な元素として、従
来の高強度鋼板では積極的に含有されている。しかしながら、Siは、熱延鋼板製造時、熱
間圧延工程においてオーステナイト粒の再結晶を阻害し、熱延鋼板の機械的特性の異方性
を助長する元素である。したがって、本発明ではSi含有量を極力低減することが望ましい
が、0.2％までは許容できるため、Si含有量の上限を0.2％とする。好ましくは0.09％以下
である。なお、Si含有量は不純物レベルまで低減してもよいし、ゼロであっても問題ない
。
【００２４】
Mn：1.3％以下
Mnは、固溶強化元素であり、Siと同様、従来の高強度鋼板では積極的に含有されているが
、熱間圧延工程においてオーステナイト粒の再結晶を阻害し、熱延鋼板の機械的特性の異
方性を助長する元素である。したがって、本発明ではMn含有量を極力低減することが望ま
しいが、1.3％までは許容できるため、Mn含有量の上限を1.3％とする。好ましくは0.5％
未満であり、この範囲ではより機械的特性の異方性が改善される。但し、Mn含有量を極端
に低減するとフェライト変態温度（変態点）が上昇し、熱延鋼板製造時、仕上げ圧延終了
後の冷却過程でオーステナイト→フェライト変態と同時に析出する炭化物が高温に晒され
ることとなる。そして、このように炭化物が高温に晒されると炭化物は短時間で粗大化す
るため、最終的に得られる熱延鋼板の強度が低下する。このような観点から、Mn含有量は
0.1％以上とすることが好ましい。
【００２５】
P：0.03％以下
Pは、熱間圧延時、オーステナイト粒内に導入された転位に偏析して再結晶を阻害し、熱
延鋼板の機械的特性の異方性を助長する。したがって、本発明ではP含有量も極力低減す
ることが望ましいが、0.03％までは許容できるため、P含有量を0.03％以下とする。好ま
しくは0.02％以下である。P含有量はゼロであっても問題ない。
【００２６】
S ：0.007％以下
Sは、Mnと結合して鋼素材中に軟質な硫化物を形成する。この軟質な硫化物は、熱延鋼板
製造時、熱間圧延中に楔状に引き延ばされ、熱延鋼板の圧延方向から垂直方向に対する延
性を低下させる要因となる。したがって、本発明では、S含有量を極力低減することが望
ましく、0.007％以下とする。好ましくは0.004％以下である。S含有量はゼロであっても
問題はない。
【００２７】
Al：0.1％以下
Alは、脱酸剤として作用する元素であり、このような効果を得るためには0.01％以上含有
することが望ましい。しかしながら、Alは鋼中で介在物を形成して熱間圧延工程における
オーステナイト粒の再結晶を阻害する元素でもあり、Al含有量が0.1％を越えると再結晶
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への悪影響が顕在化する。したがって、Al含有量は0.1％以下とする。好ましくは0.07％
以下である。
【００２８】
N ：0.01％以下
Nは、製鋼の段階で炭化物形成元素であるTiと結合して粗大な窒化物を形成し、微細な炭
化物の形成を阻害するため鋼板強度を著しく低下させる。また、粗大な窒化物は、熱延鋼
板製造時、熱間圧延工程においてオーステナイト粒の再結晶を著しく阻害する。したがっ
てN含有量は極力低減することが好ましく、0.01％以下とする。好ましくは0.006％以下で
ある。N含有量はゼロであっても問題はない。
【００２９】
Ti：0.14％以上0.30％以下
Tiは、Cと同様、熱延鋼板製造時、熱間圧延終了後の冷却過程において、鋼のオーステナ
イト→フェライト変態前にはフェライト変態の進行を遅らせることで高温域での炭化物の
析出・粗大化を抑制し、炭化物を微細化する効果を有する。また、オーステナイト→フェ
ライト変態後にはCと結合し、炭化物として鋼板中に微細分散する。すなわちTiは、微細
な炭化物を形成してフェライト組織を著しく強化させる元素であり、熱延鋼板を強化する
うえで必須の元素である。引張強さが850MPa以上である熱延鋼板を得るためには、Ti含有
量を0.14％以上とする必要がある。一方、Ti含有量が0.30％を超えると、熱延鋼板製造時
、熱間圧延前の鋼素材再加熱時に粗大なTi炭化物が完全に溶解せずに残存し、熱間圧延時
にオーステナイト粒の再結晶が著しく遅延する要因となる。したがって、Ti含有量は0.30
％以下とする必要がある。好ましくは0.28％以下である。
なお、鋼板強度は炭化物の体積分率に比例するため、Ti含有量の80％以上を炭化物として
析出させて固溶Tiを抑制することが好ましい。Ti含有量の80％以上を炭化物として析出さ
せるには、オーステナイト→フェライト変態温度を調整することで達成される。この温度
は、化学成分と熱延条件で調整できる。
【００３０】
本発明の鋼素材は、C、S、N、Tiを、上記した範囲で且つ(1)式を満足するように含有する
。
1.0 ≦ ([C]/12)/([Ti*]/48) ・・・ (1)
但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
上記(1)式は、熱延鋼板の引張強さを850MPa以上とするために満足すべき要件であり、本
発明において重要な指標である。
【００３１】
先述のとおり、本発明においては熱延鋼板中に主としてTi炭化物を微細析出させることで
所望の鋼板強度を確保する。ここで、Ti炭化物は、その平均粒子径が極めて小さい微細炭
化物となる傾向が強いものの、鋼中に含まれるTiの原子濃度がCの原子濃度を超えると、T
i炭化物が粗大化し易くなるうえ、固溶Cによるオーステナイト→フェライト変態温度の調
整効果が小さくなることから、所望の熱延鋼板強度（引張強さ：850MPa以上）を確保する
ことが困難となる。したがって、炭化物生成に寄与できるTiを「Ti*」とすると、本発明
では、鋼素材に含まれるCの原子％を、Ti*の原子％以上にする必要がある。すなわち、([
C]/12)/([Ti*]/48)の値を1以上とすることが必要である。各々の原子％はCおよびTiの質
量％をそれぞれCおよびTiの原子量（C:12、Ti：48）で割った値に比例する。
【００３２】
また、後述のとおり本発明では、鋼素材に所定量のTiを添加し、熱間圧延前の加熱で鋼素
材中の炭化物を溶解し、主に熱間圧延後の巻取り時にTi炭化物を析出させる。しかしなが
ら、鋼素材に添加したTiの全量が炭化物生成に寄与するわけではなく、鋼素材に添加した
Tiの一部は鋼板の高強度化に寄与しない窒化物、硫化物の形成に消費される。巻取り温度
よりも高温域では、Tiが炭化物よりも窒化物、硫化物を形成し易く、熱延鋼板の製造時、
巻取り工程の前にTiが主に窒化物、硫化物を形成するためである。そこで、上記組成を有
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する鋼素材について本発明者らが検討した結果、炭化物生成に寄与するTiであるTi*の量
は、鋼素材に添加した全Ti量からTi窒化物、Ti硫化物の形成に消費されるTi量を差し引き
、「[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]」で表現できることが明らかになった。
【００３３】
以上の理由により、本発明では、Cの原子％を、Ti*の原子％以上にする目的で、([C]/12)
/([Ti*]/48)の値が1以上となるようにC、S、N、Tiの各元素を含有することとする。前述
のように([C]/12)/([Ti*]/48)の値が1未満になると、フェライト結晶粒内に生成するTi炭
化物の粗大化やオーステナイト→フェライト変態温度の高温化を助長するため、熱延鋼板
強度が低下したり製造安定性が悪化する。また、([C]/12)/([Ti*]/48)の値が1未満になる
と、フェライト相の結晶粒界に偏析するCが著しく少なくなるため、粒界強度が低下し、
熱延鋼板の強度や靱性が著しく低下する。
【００３４】
なお、([C]/12)/([Ti*]/48)の値は、1.05以上であることが好ましい。但し、([C]/12)/([
Ti*]/48)の値が3.0を超えると、鋼素材中に生成した粗大なTi炭化物が、熱延鋼板の製造
工程において熱間圧延前に鋼素材を加熱しても溶解せずに残存し、最終的に得られる熱延
鋼板の強度低下の要因となる。また、([C]/12)/([Ti*]/48)の値が3.0を超えると、鋼素材
中のTi量に対するC量が過剰となる結果、セメンタイトが生成し易くなり、鋼板組織を実
質的にフェライト単相組織とすることが困難となる。したがって、([C]/12)/([Ti*]/48)
の値は3.0以下とすることが好ましい。
【００３５】
以上が本発明における基本組成であるが、上記した基本組成に加えてさらに、V：0.30％
以下を含有することができる。
Vは、CおよびTiと結合して炭化物を形成し、熱延鋼板の更なる強化に寄与する元素である
。このような効果を得るためには、V含有量を0.005％以上とすることが好ましい。一方、
Vは、Tiと比べて炭化物形成能が低く、固溶状態（固溶V）として残存し易いが、この固溶
Vは炭化物を粗大化させて鋼板強度を低下させる要因となる。V含有量が0.30％を超えると
、固溶Vが過剰となり、鋼板強度を低下させる悪影響が顕在化することから、V含有量は0.
30％以下とすることが好ましい。より好ましくは0.26％以下、さらに好ましくは0.15％以
下である。
【００３６】
また、上記した基本組成に加えてさらに、W ：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種
以上を含有することができる。
Vと同様にW、Moは、TiおよびCと結合して複合炭化物を形成し、熱延鋼板の更なる強化に
寄与する元素である。また、W、Moは、熱延鋼板製造時、熱間圧延終了後の冷却過程にお
いて鋼のオーステナイト→フェライト変態の進行を遅らせる効果を有するため、熱延鋼板
の製造を安定化させるうえでも有効な元素である。これらの効果を得るためには、W含有
量を0.01％以上、Mo含有量を0.01％以上とすることが好ましい。一方、W含有量が1.0％超
、Mo含有量が0.5％超になると、熱延鋼板製造時、熱間圧延終了後の冷却工程に続くコイ
ル巻取り時に鋼のオーステナイト→フェライト変態が完了せず、実質的にフェライト単相
組織（面積率95％以上のフェライト相）の熱延鋼板が得られなくなるおそれがある。その
結果、上記オーステナイト→フェライト変態と同時に析出する炭化物の量が減少するため
、熱延鋼板強度の著しい低下が懸念される。したがって、W含有量は1.0％以下、Mo含有量
は0.5％以下とすることが好ましい。また、W含有量は0.01％以上0.5％以下、Mo含有量は0
.01％以上0.3％以下とすることがより好ましい。
【００３７】
不純物Nb：0.03％未満
Nbは、熱間圧延時、オーステナイト粒の転位上に偏析し、その再結晶の進行を阻害する元
素である。したがって、熱延鋼板の機械的特性の異方性を抑制するには、Nb含有量を0.03
％未満にまで低減する必要がある。より好ましくは0.02％未満である。なお、本発明にお
いてNbは不純物であることから、その含有量をゼロとすることが最も好ましい。
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【００３８】
不純物B：0.0005％未満
Bは、熱間圧延時、オーステナイト粒の粒界および転位上に偏析して再結晶の進行を阻害
するばかりか、オーステナイト粒の再結晶温度を著しく上昇させるため、圧延中でのひず
みエネルギーを蓄積させ易い元素である。オーステナイト粒が未再結晶の状態から変態し
た熱延鋼板のフェライト粒は圧延方向に伸展し、機械的特性の異方性を顕著に増大させる
。上記観点から、Bは0.0005％未満にまで低減する必要がある。より好ましくは0.0003％
未満である。なお、本発明においてBは不純物であることから、その含有量をゼロとする
ことが最も好ましい。
【００３９】
また、前記基本成分に加えてさらに、Sb、Cu、Ni、Sn、Cr、Ca、REM、Mg、Se、Te、Po、A
s、Bi、Ge、Pb、Ga、In、Tl、Zn、Cd、Hg、Ag、Au、Pd、Pt、Co、Rh、Ir、Ru、Os、Tc、R
e、Ta、Be、Srのうちの１種以上を合計で1.0％以下含有してもよい。合計で1.0％以下で
あれば、素材強度や機械的特性の異方性に影響をおよぼさない。上記以外の成分は、Feお
よび不可避的不純物である。
【００４０】
本発明は、上記した組成の鋼素材を加熱し、粗圧延と仕上げ圧延からなる熱間圧延を施し
、仕上げ圧延終了後、冷却し、巻き取り、熱延鋼板とする。
本発明において、鋼の溶製方法は特に限定されず、転炉、電気炉等、公知の溶製方法を採
用することができる。また、真空脱ガス炉にて2次精錬を行ってもよい。その後、生産性
や品質上の問題から連続鋳造法によりスラブ（鋼素材）とするのが好ましいが、造塊－分
塊圧延法、薄スラブ連鋳法等、公知の鋳造方法でスラブとしても良い。
【００４１】
鋼素材の加熱温度T（℃）：1150℃以上
上記の如く得られた鋼素材（鋼スラブ）に、粗圧延および仕上げ圧延を施すが、本発明に
おいては、粗圧延に先立ち鋼素材を加熱して実質的に均質なオーステナイト相とし、粗大
な炭化物を溶解する必要がある。鋼素材の加熱温度が1150℃を下回ると、粗大なTi炭化物
が溶解しないため、熱間圧延終了後の冷却・巻取り工程で微細分散する炭化物の量が減じ
ることとなり、最終的に得られる熱延鋼板の強度が著しく低下する。したがって、鋼素材
を、最高到達温度が1150℃以上となるように加熱する。好ましくは1200℃以上である。
【００４２】
[Ti*] ＜ 10{-7000/(T＋273)＋2.75}/[C] ・・・(2)
但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
T：鋼素材の加熱温度（℃）
（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
本発明においては、粗圧延前の鋼素材の加熱温度T（℃）を、1150℃以上にするとともに
上記(2)式を満足する温度とする。
【００４３】
前述のように、鋼素材の再加熱（熱間圧延前の加熱）で残存した粗大なTi炭化物は、オー
ステナイト粒の再結晶を遅延させるため、オーステナイト→フェライト変態点の高温化に
よる鋼板強度の低下、および熱延鋼板の機械的特性の異方性増大を招く。そこで、上記し
た組成を有する鋼素材について本発明者らが検討した結果、熱間圧延前の加熱によって鋼
素材中の粗大なTi炭化物を溶解するには、上記(2)式を満たす必要があることを知見した
。なお、上記(2)式の左辺である[Ti*]は、製鋼の段階で生成する窒化物と硫化物を含有量
から差し引いた値でTi炭化物を形成して実質的に強化に寄与するTi量を表す。また、Tは
、鋼素材の加熱温度T（℃）、すなわち鋼素材再加熱での最高到達温度である。
【００４４】
1150℃以上の温度域での鋼素材の滞留時間：15分以上
粗圧延前の鋼素材を1150℃以上の温度域で加熱しても、1150℃以上の温度域での鋼素材の
滞留時間が15分を下回ると、粗大なTi炭化物を溶解しきれない。したがって、1150℃以上



(12) JP WO2013/099206 A1 2013.7.4

10

20

30

40

50

の温度域での鋼素材の滞留時間を15分以上とする。好ましくは20分以上である。滞留時間
の上限をとくに定める必要は無いが、生産効率の観点から、滞留時間を30時間以下とする
ことが好ましい。
【００４５】
なお、鋼素材の加熱温度T（℃）が1350℃を上回ると、スケールロスの増大やスケールの
噛み込みによる鋼板表面性状の悪化を招く。したがって、上記加熱温度T（℃）は1350℃
以下とすることが好ましい。
以上のように加熱された鋼素材に、所定条件の熱間圧延を施す。
【００４６】
980℃以下の温度域での合計圧下率：40％以下
上記した組成を有する本発明の鋼素材を、980℃未満の温度域で圧延すると、オーステナ
イト粒の再結晶の進行が遅くなり、オーステナイト粒へのひずみエネルギーの蓄積量が大
きくなる。その結果、熱間圧延終了後の冷却過程において等軸に近いフェライト粒が得ら
れなくなり、熱延鋼板の機械的特性の異方性が増大する。また、熱間圧延終了後の冷却過
程における鋼のオーステナイト→フェライト変態の駆動力が上昇し、フェライト変態が高
温で開始するため、炭化物が粗大化して熱延鋼板強度が低下する。
【００４７】
以上の理由により、オーステナイト粒の再結晶の進行が遅くなる980℃以下の温度域では
、可能な限り熱間圧延での圧下を避けることが望ましい。熱間圧延の980℃以下での合計
圧下率が40％を超えると、上記の悪影響が顕在化する。したがって、上記合計圧下率を40
％以下とする。好ましくは33％以下である。ここで、980℃以下での合計圧下率とは、粗
圧延および仕上げ圧延を含む合計圧下率である。なお、980℃以下での合計圧下率は0％と
してもよい。
【００４８】
仕上げ圧延温度：880℃以上
仕上げ圧延温度が880℃を下回ると、オーステナイト粒へのひずみエネルギーの蓄積が顕
著になり、これに伴い熱延鋼板の機械的特性の異方性や強度に関する諸問題が顕在化する
。したがって、仕上げ圧延温度は880℃以上とする。好ましくは890℃以上である。仕上げ
圧延温度の上限は特に定める必要はないが、熱間圧延前の加熱温度、圧延通板速度、鋼板
板厚などにより自ずと決定される。このため、実質的には仕上げ圧延温度の上限は1000℃
である。
【００４９】
仕上げ圧延終了後、強制冷却を開始するまでの時間：3s秒以内
上記した組成を有する本発明の鋼素材は、フェライト変態点が高いため、仕上げ圧延後直
ちに冷却しなければ高温でオーステナイト→フェライト変態が開始してしまい、炭化物が
粗大化することとなる。したがって、本発明では、熱間圧延終了後速やかに強制冷却を開
始する必要があり、仕上げ圧延終了後、少なくとも3s以内に冷却を開始する。好ましくは
2s以内である。
【００５０】
平均冷却速度：40℃/s以上200℃/s以下
仕上げ圧延終了後に続く強制冷却の平均冷却速度が40℃/s未満では、高温でオーステナイ
ト→フェライト変態が開始し、微細な炭化物が得られず熱延鋼板強度が低下する。一方、
上記平均冷却速度が200℃/sを超えると、冷却停止温度が安定せず、マルテンサイト相や
ベイナイト相が混在した組織となり、実質的にフェライト単相組織（面積率95％以上のフ
ェライト相）の熱延鋼板が得られない。その結果、熱間圧延終了後の冷却・巻取り工程に
おいてオーステナイト→フェライト変態と同時に析出する炭化物の量が減少し、熱延鋼板
の引張強さが850MPaに達しない。したがって、仕上げ圧延終了後に続く強制冷却の平均冷
却速度は200℃/s以下とする必要がある。好ましくは50℃/s以上150℃/s以下である。なお
、平均冷却速度は、強制冷却開始から冷却停止までの平均冷却速度である。強制冷却停止
後は空冷だけであるので、鋼板の温度がほとんど低下せずに鋼板は巻き取られる。通常は
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冷却停止温度は巻取り温度＋5～10℃程度に設定される。
【００５１】
なお、鋼のオーステナイト→フェライト変態点を、後述する巻取り温度域に調整すると、
フェライト相の結晶粒内に炭化物を微細かつ多量に析出させることができる。冷却過程に
おける鋼のオーステナイト→フェライト変態点を、後述する巻取り温度域に調整するため
には、上記平均冷却速度を50℃/s以上とすることが好ましい。
【００５２】
巻取り温度：500℃以上680℃以下
上記のとおり、低い温度域ではフェライト相の結晶粒内に炭化物を微細かつ多量に析出さ
せることができる。このような観点からは、巻取り温度（およびオーステナイト→フェラ
イト変態点）を低くすることが好ましいが、巻取り温度が500℃を下回ると、元素の拡散
が遅くなる結果、十分な析出量の炭化物が得られない。一方、巻取り温度（およびオース
テナイト→フェライト変態点）が680℃を超えると、オーステナイト→フェライト変態と
ほぼ同時に析出した炭化物が粗大化し、熱延鋼板強度が低下する。また、最終的に得られ
る熱延鋼板のフェライト相の平均結晶粒径が粗大化し、熱延鋼板強度が低下する。したが
って、巻取り温度の範囲は500℃以上680℃以下とする必要がある。好ましくは550℃以上6
60℃以下である。
【００５３】
なお、熱間圧延した巻き取り後の熱延鋼板は、表面にスケールが付着した状態であっても
、酸洗を行うことによりスケールを除去した状態であっても、その特性が変わることはな
い。また、本発明では、巻き取り後の熱延鋼板にめっき処理を施して、熱延鋼板表面にめ
っき層を形成してもよい。めっき処理の種類は特に問わず、電気めっき処理、無電解めっ
き処理のいずれも適用可能である。めっき層の合金成分は特に限定されず、例えば、めっ
き処理として溶融亜鉛めっき処理を施して溶融亜鉛めっき層（hot dip galvanized zinc 
coating）を形成することができる。或いは、上記溶融亜鉛めっき処理後、更に合金化処
理を施して合金化溶融亜鉛めっき層を形成してもよい。また、溶融めっきには亜鉛の他に
、アルミもしくはアルミ合金等、その他の金属や合金をめっきすることもできる。
【００５４】
本発明により得られる熱延鋼板は、740℃以下の温度域での焼鈍で析出物の状態が変わる
ことはない。そのため、例えば焼鈍温度を740℃以下とした連続溶融亜鉛めっきラインを
通板させることができる。連続溶融亜鉛めっきラインの熱履歴が740℃以下の温度域であ
れば、熱延鋼板のマトリックスであるフェライト相の結晶粒内に析出した炭化物の状態が
変わることはなく、鋼板の機械的特性の変化はない。
めっき層の付着方法としては、例えば、めっき浴に鋼板を浸漬して引き上げる方法などが
挙げられる。合金化処理方法としては、例えば、めっき処理後にガス炉など、鋼板表面を
加熱することができる炉内で行う方法などが挙げられる。
【００５５】
上記した本発明の製造方法に従うことにより、フェライト相の面積率が95％以上、該フェ
ライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相の結晶粒のアスペクト比が3.5以下
であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒子径が10nm未満である組織を有し、
引張強さが850MPa以上であり且つ機械的特性の異方性が小さい高強度熱延鋼板が得られる
。本発明の製造方法は、引張強さ1165MPa程度までの高強度熱延鋼板の製造に好適である
。より好ましくは1100MPa程度以下である。
次に、本発明高強度熱延鋼板の組織の限定理由について説明する。
【００５６】
フェライト相の面積率：95％以上
先述のとおり、本発明では、Ti等の炭化物形成元素を所定量含有する鋼素材を、オーステ
ナイト単相域に加熱したのち熱間圧延を施し、熱間圧延終了後のオーステナイト→フェラ
イト変態と同時に炭化物を微細かつ多量に析出させることで、熱延鋼板強度の向上を図る
。また、引張強さ850MPa以上の熱延鋼板を得るためには、鋼素材中のTiのほぼ全量を微細
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な炭化物として析出させる必要がある。ここで、鋼板強度に寄与する炭化物は上記オース
テナイト→フェライト変態に伴い析出することから、鋼素材中のTiのほぼ全量を微細な炭
化物として析出させるためには上記オーステナイト→フェライト変態を促進し、最終的に
得られる熱延鋼板のフェライト相の面積率を大きくすることが望ましい。
【００５７】
熱延鋼板のフェライト相の面積率が95％未満であると、炭化物の析出量が不十分となり、
850MPa以上の引張強さが得られない。したがって、熱延鋼板のフェライト相の面積率は95
％以上とする。好ましくは98％以上である。なお、該フェライト相は、ポリゴナルフェラ
イト、ベイニティックフェライト、アシキュラーフェライト、グラニュラーフェライトを
含む。
【００５８】
本発明の熱延鋼板組織について、フェライト相以外の組織としてはセメンタイト、パーラ
イト、ベイナイト相、マルテンサイト相等が挙げられる。これらの組織が多量に存在する
と、微細な炭化物の析出量が減少し鋼板強度が低下する。そのため、これらの組織は極力
低減することが好ましいが、組織全体に対する合計面積率が5％以下であれば許容される
。より好ましくは2％以下である。
【００５９】
フェライト平均結晶粒径8μm以下
フェライト平均結晶粒径が8μmを上回ると、結晶粒微細化強化による強化量が低下し、引
張強さ850MPa以上の高強度熱延鋼板が得られなくなるうえ、混粒組織となることから機械
的特性にばらつきが生じ、異方性も増大する。よって、平均結晶粒径を8μm以下とする。
好ましくは6μm未満である。
【００６０】
フェライト相の結晶粒のアスペクト比：3.5以下
フェライト相の結晶粒が伸展した熱延鋼板組織になると、熱延鋼板に外力を負荷した際、
フェライト相の結晶粒自体の回転や変形が外力を与えた方向で不均一になるため、熱延鋼
板の機械的特性の異方性が増大する。以上の理由により、熱延鋼板の機械的特性の異方性
を小さくする観点から等軸のフェライト粒であることが望ましい。上記アスペクト比が3.
5を超えると、熱延鋼板の機械的特性の異方性が大きくなり、このような熱延鋼板をプレ
ス加工するとプレス加工時に予期せぬ割れが発生する等、様々な支障をきたす。したがっ
て、フェライト相の結晶粒のアスペクト比は3.5以下とする。好ましくは2.5以下である。
【００６１】
なお、本発明において「フェライト相の結晶粒のアスペクト比」は、圧延方向に平行とな
る断面（L断面）を対象にASTM E 112-10に準拠した切断法（linear intercept method）
によって求め、400倍で撮影した写真について水平線および垂直線をそれぞれ3本ずつ引き
、水平線でフェライト結晶粒を切る平均長さ（平均結晶粒切片長さmean intercept lengt
h of each ferrite grain）に対する垂直線での平均結晶粒切片長さの比で定義される。
また、上記アスペクト比の下限値は、おおよそ1.4となる。
【００６２】
フェライト結晶粒内の炭化物
フェライト相の結晶粒内に微細析出する炭化物としては、Ti炭化物、或いは更にV炭化物
、W炭化物、Mo炭化物、TiとV、W、Moの複合炭化物が挙げられる。なお、これらの炭化物
の多くは、熱延鋼板製造工程における仕上げ圧延終了後の冷却・巻取り工程で、オーステ
ナイト→フェライト変態と同時に相界面析出する炭化物である。
【００６３】
フェライト結晶粒内の炭化物平均粒子径：10nm未満
本発明鋼では、前記したTi等の炭化物を微細に分散させることにより強化を図っている。
炭化物が粗大化すると、鋼板に変形が加わった際に生じる転位の運動を阻害する炭化物数
が減じることから、炭化物は微細化するほど鋼板は高強度化する。引張強さ850MPa以上の
高強度熱延鋼板を得るには、上記炭化物の平均粒子径を10nm未満とする必要がある。好ま
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【００６４】
本発明の熱延鋼板は、740℃までの加熱処理を短時間施しても材質変動が小さい。そのた
め、鋼板に耐食性を付与する目的で、本発明の熱延鋼板にめっき処理を施し、その表面に
めっき層を具えることができる。めっき処理における加熱温度は740℃以下で操業可能で
あることから、本発明の熱延鋼板にめっき処理を施しても前記した本発明の効果を損なう
ことはない。めっき層の種類は特に問わず、電気めっき層、無電解めっき層のいずれも適
用可能である。また、めっき層の合金成分も特に問わず、溶融亜鉛めっき層、合金化溶融
亜鉛めっき層などが好適な例として挙げられるが、勿論、これらに限定されず従前公知の
ものがいずれも適用可能である。
【実施例】
【００６５】
表１に示す組成を有する肉厚250mmの鋼素材を、表２に示す熱延条件で板厚1.2～3.2mmの
熱延鋼板とした。なお、表２に記載の冷却速度は、強制冷却開始から冷却停止までの平均
冷却速度である。また、得られた熱延鋼板の一部に対しては、焼鈍温度700～720℃の溶融
亜鉛めっきラインに通板し、その後、460℃のめっき浴（めっき組成：Zn-0.13mass％Al）
に浸漬し、溶融亜鉛めっき鋼板（GI材）とした。また一部の鋼板は、上記と同様にして溶
融亜鉛めっきラインに通板後、めっき浴に浸漬し、さらに520℃で合金化処理を施して合
金化溶融亜鉛めっき材（GA材）とした。めっき付着量はGI材、GA材とも片面当たり45g/m2

とした。
なお、鋼板No.3～9、18～23を除き、巻き取りまでの冷却中にオーステナイトからフェラ
イトへの変態は生じていないことを、別途確認している。
【００６６】
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【００６７】
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【表２】

【００６８】
上記により得られた熱延鋼板（熱延鋼板、GI材、GA材）から試験片を採取し、組織観察、
引張試験を行い、フェライト相の面積率、フェライト相以外の組織の種類および面積率、
フェライト相の平均結晶粒径およびアスペクト比、炭化物の平均粒子径、降伏強度、引張
強さ、伸びを求めた。試験方法は次のとおりとした。
【００６９】
（i）組織観察
フェライト相の面積率は以下の手法により評価した。圧延方向に平行な断面の板厚中心部
について、5％ナイタールによる腐食現出組織を走査型光学顕微鏡で400倍に拡大して10視
野分撮影した。フェライト相は粒内に腐食痕やセメンタイトが観察されない形態を有する
組織である。また、ポリゴナルフェライト、ベイニティックフェライト、アシキュラーフ
ェライトおよびグラニュラーフェライトをフェライトとして面積率や粒径を求めた。フェ
ライト相の面積率は画像解析によりフェライト相とベイナイトやマルテンサイト等のフェ
ライト相以外を分離し、観察視野に対するフェライト相の面積率によって求めた。このと
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き、線状の形態として観察される粒界はフェライト相の一部として計上した。
【００７０】
フェライト平均結晶粒径は、上記写真3枚について水平線および垂直線をそれぞれ3本ずつ
引きASTM E 112-10に準拠した切断法によって求め、最終的に3枚の平均値を表３に記した
。
フェライト相の結晶粒のアスペクト比は、上記と同様に熱延鋼板のＬ方向断面で、Ｌ方向
に平行な直線がフェライト粒界を切る平均長さに対するＬ方向に垂直な直線がフェライト
粒界を切る平均長さの比率を求めた。
【００７１】
フェライト相の結晶粒内の炭化物の平均粒子径は、得られた熱延鋼板の板厚中央部から薄
膜法によってサンプルを作製し、透過型電子顕微鏡（倍率：120000倍）で観察を行い、10
0点以上の析出物粒子径の平均によって求めた。この析出物粒子径を算出する上で、粒径1
.0μmより大きい粗大なセメンタイトや窒化物は含まないものとした。また、本測定方法
で判別できる炭化物粒径の下限は0.5～1nm程度であった。
【００７２】
（ii）引張試験
得られた熱延鋼板から、JIS 5号引張試験片を、鋼板面内で圧延方向と直交する方向（Ｃ
方向）、および圧延方向と平行な方向（Ｌ方向）を試験片長手方向として採取し、Ｃ方向
およびＬ方向についてJIS Z 2241(2011)の規定に準拠した引張試験をそれぞれ5回行い、
平均の降伏強度(YS)、引張強さ(TS)、全伸び(El)を求めた。引張試験のクロスヘッドスピ
ードは10mm/minとした。機械的特性の異方性は、Ｃ方向の引張強さからＬ方向の引張強さ
を差し引いた差分の絶対値、あるいはＣ方向の全伸びからＬ方向の全伸びを差し引いた差
分の絶対値として定義した。機械的特性の異方性の評価としては、上記引張強さの差分の
絶対値（ΔTS）が30MPa以下であり、且つ上記全伸びの差分の絶対値（ΔEL）が2％以下で
あるものを「良好」、それ以外のものを「不良」とした。
　得られた結果を表３に示す。
【００７３】
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【００７４】
本発明例の熱延鋼板はいずれも、引張強さTS：850MPa以上であり、且つ機械的特性の異方
性の評価が良好であり、機械的特性の異方性が小さい。一方、比較例の熱延鋼板は、所定
の強度が得られていないか、機械的特性の異方性が大きい。

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月6日(2014.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼素材を加熱し、粗圧延と仕上げ圧延からなる熱間圧延を施し、仕上げ圧延終了後、冷
却し、巻き取り、熱延鋼板とするにあたり、
　前記鋼素材を、質量％で、
C ：0.055％以上0.15％以下、      Si：0.2％以下、
Mn：1.3％以下、                 P ：0.03％以下、
S ：0.007％以下、　　　　　　　   Al：0.1％以下、
N ：0.01％以下、                Ti：0.14％以上0.30％以下
を、C、S、NおよびTiが下記(1)式を満足するように含有し、不純物であるNb、BをNb：0.0
3％未満、B：0.0005％未満に制限し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる組成とし、
　前記加熱の加熱温度T（℃）を1150℃以上であり且つ下記(2)式を満足する温度とし、前
記鋼素材が1150℃以上の温度域に滞留する時間を15分以上とし、
　前記熱間圧延の980℃以下の温度域での合計圧下率を40％以下とし、
　前記仕上げ圧延の仕上げ圧延温度を880℃以上とし、
　前記冷却を仕上げ圧延終了後3秒以内に開始し、前記冷却の平均冷却速度を40℃/s以上2
00℃/s以下とし、
　前記巻き取りの巻取り温度を500℃以上680℃以下とする熱延鋼板の製造方法。
記
　　　　　　　　　　　1.0 ≦ ([C]/12)/([Ti*]/48) ・・・ (1)
　　　　　[Ti*] ＜ 10{-7000/(T＋273)＋2.75}/[C] ・・・ (2)
　　　　　　　　但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
T：鋼素材の加熱温度（℃）
　　　　　（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
【請求項２】
　前記組成に加えてさらに、質量％でV：0.30％以下を含有する、請求項１に記載の熱延
鋼板の製造方法。
【請求項３】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項１に記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項４】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項２に記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項５】
　前記組成に加えてさらに、質量％で、Sb、Cu、Ni、Sn、Cr、Ca、REM、Mg、Se、Te、Po
、As、Bi、Ge、Pb、Ga、In、Tl、Zn、Cd、Hg、Ag、Au、Pd、Pt、Co、Rh、Ir、Ru、Os、Tc
、Re、Ta、Be、Srのうちの１種以上を合計で1.0％以下含有する、請求項１ないし４のい
ずれかに記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかの方法により製造された高強度熱延鋼板であって、フェラ
イト相の面積率が95％以上、該フェライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相
の結晶粒のアスペクト比が3.5以下であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒
子径が10nm未満である組織を有し、引張強さが850MPa以上である、熱延鋼板。
【請求項７】
　鋼板表面にめっき層を有する、請求項６に記載の熱延鋼板。
【請求項８】
　前記めっき層が亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
【請求項９】
　前記めっき層が合金化亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
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【請求項１０】
　前記熱延鋼板の引張強さの異方性が30MPa以下である請求項６ないし９のいずれかに記
載の熱延鋼板。
　上記引張強さの異方性は、Ｃ方向の引張強さからＬ方向の引張強さを差し引いた差分の
絶対値として定義される。
【請求項１１】
　前記熱延鋼板の全伸びの異方性が2％以下である請求項６ないし９のいずれかに記載の
熱延鋼板。
　上記全伸びの異方性は、Ｃ方向の全伸びからＬ方向の全伸びを差し引いた差分の絶対値
として定義される。
【手続補正書】
【提出日】平成26年6月12日(2014.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼素材を加熱し、粗圧延と仕上げ圧延からなる熱間圧延を施し、仕上げ圧延終了後、冷
却し、巻き取り、熱延鋼板とするにあたり、
　前記鋼素材を、質量％で、
C ：0.055％以上0.15％以下、      Si：0.2％以下、
Mn：1.3％以下、                 P ：0.03％以下、
S ：0.007％以下、　　　　　　　   Al：0.1％以下、
N ：0.01％以下、                Ti：0.14％以上0.30％以下
を、C、S、NおよびTiが下記(1)式を満足するように含有し、不純物であるNb、BをNb：0.0
3％未満、B：0.0005％未満に制限し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる組成とし、
　前記加熱の加熱温度T（℃）を1150℃以上であり且つ下記(2)式を満足する温度とし、前
記鋼素材が1150℃以上の温度域に滞留する時間を15分以上とし、
　前記熱間圧延の980℃以下の温度域での合計圧下率を40％以下とし、
　前記仕上げ圧延の仕上げ圧延温度を880℃以上とし、
　前記冷却を仕上げ圧延終了後3秒以内に開始し、前記冷却の平均冷却速度を40℃/s以上2
00℃/s以下とし、
　前記巻き取りの巻取り温度を500℃以上680℃以下とする、フェライト相の面積率が95％
以上、該フェライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相の結晶粒のアスペクト
比が3.5以下であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒子径が10nm未満である
組織を有する熱延鋼板の製造方法。
記
　　　　　　　　　　　1.0 ≦ ([C]/12)/([Ti*]/48) ・・・ (1)
　　　　　[Ti*] ＜ 10{-7000/(T＋273)＋2.75}/[C] ・・・ (2)
　　　　　　　　但し、[Ti*]＝[Ti]－3.4×[N]－1.5×[S]
T：鋼素材の加熱温度（℃）
　　　　　（[C]、[S]、[N]、[Ti]：各元素の含有量（質量％））
【請求項２】
　前記組成に加えてさらに、質量％でV：0.30％以下を含有する、請求項１に記載の熱延
鋼板の製造方法。
【請求項３】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項１に記載の熱延鋼板の製造方法。
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【請求項４】
　前記組成に加えてさらに、質量％でW：1.0％以下、Mo：0.5％以下のいずれか１種以上
を含有する、請求項２に記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項５】
　前記組成に加えてさらに、質量％で、Sb：0.1％以下、Cu：0.08％以下、Ni：0.021％以
下、Sn：0.001％以下、Cr：0.045％以下、Ca：0.004％以下、REM：0.0021％以下、Mg：0.
002％以下、Se：0.0001％以下、Te：0.0001％以下、Po：0.0001％以下、As：0.0001％以
下、Bi：0.0001％以下、Ge：0.002％以下、Pb：0.0001％以下、Ga：0.0001％以下、In：0
.0002％以下、Tl：0.0001％以下、Zn：0.0002％以下、Cd：0.0001％以下、Hg：0.0001％
以下、Ag：0.0002％以下、Au：0.0002％以下、Pd：0.0001％以下、Pt：0.0001％以下、Co
：0.002％以下、Rh：0.0001％以下、Ir：0.0001％以下、Ru：0.0001％以下、Os：0.0001
％以下、Tc：0.0001％以下、Re：0.0001％以下、Ta：0.0001％以下、Be：0.0001％以下、
Sr：0.0001％以下のうちの１種以上を合計で1.0％以下含有する、請求項１ないし４のい
ずれかに記載の熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかの方法により製造された高強度熱延鋼板であって、フェラ
イト相の面積率が95％以上、該フェライト相の平均結晶粒径が8μm以下、該フェライト相
の結晶粒のアスペクト比が3.5以下であり、前記フェライト相の結晶粒内の炭化物平均粒
子径が10nm未満である組織を有し、引張強さが850MPa以上である、熱延鋼板。
【請求項７】
　鋼板表面にめっき層を有する、請求項６に記載の熱延鋼板。
【請求項８】
　前記めっき層が亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
【請求項９】
　前記めっき層が合金化亜鉛めっき層である、請求項７に記載の熱延鋼板。
【請求項１０】
　前記熱延鋼板の引張強さの異方性が30MPa以下である請求項６ないし９のいずれかに記
載の熱延鋼板。
　上記引張強さの異方性は、Ｃ方向の引張強さからＬ方向の引張強さを差し引いた差分の
絶対値として定義される。
【請求項１１】
　前記熱延鋼板の全伸びの異方性が2％以下である請求項６ないし９のいずれかに記載の
熱延鋼板。
　上記全伸びの異方性は、Ｃ方向の全伸びからＬ方向の全伸びを差し引いた差分の絶対値
として定義される。
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